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確実に夜間しかできない工事なので、足場をいちい
ち組みなおさないといけないということもあり、そう判
断されたと考えます。ただ、落札業者にあとから聞い
た話では、下請け業者が良い機械を持っていたた
め、その機械を使えば利益は多くないが人件費くらい
にはなると判断し応札したと聞いています。

この案件については、競争入札でありながら落札率
１００％で、応札した２者とも１００％で入札していま
す。予定価格、最低制限価格については事前公表し
ているとのことですが、競争性が保たれているといえ
るのでしょうか。

調査対象概要 令和２年１２月1日から令和３年５月３１日までに契約
された各方式別の状況について事務局より説明をし
ました。

たまにあります。予定価格は設計価格と同じですの
で、１００％で落札されてもおかしくはありません。昨
年度でいうと、４、５月に公告したトイレ改修などの営
繕系の工事は落札率１００％でした。ただ時期をずら
して２、３月に公告した同種の工事は最低制限価格
で落札されています。

今後もこのような工事はとび・土工・コンクリートで発
注することになりますか。

足場を組むので、建設業法に基づくと、とび・土工・コ
ンクリートになると考えますが、どの工種で発注する
かというのは都度よく考えなければならないと思って
います。今回は１度不調となり、同種の材質を使う管
工事で発注した結果、２者の応札という結果になりま
した。

発注時期に原因はありますか。工事が集中する時期
はありますか。

樋を触ることもあり、できるだけ雨の時期を避けたい
ため、雨の少ない冬に発注するのが妥当と判断しま
した。ただ、年度末になると多くの工事を持っている
業者もありますので、応札者が少なくなる可能性もあ
ります。

この案件は、１度、工種をとび・土工・コンクリートで発
注していましたが、不調となったため工種を変更して
再度公告したものです。この工事は、バス停にもなっ
ている駅の通路部分に足場を組まなければならず、
県の許可が下りず夜間しかできないということで、業
者としては採算がとれないと判断したのではないかと
考えます。

このように、落札率１００％ということはよくあるので
すか。

時期的に、手すきであれば確実な収入が見込めるた
め、低い金額でも応札いただいていると業者から聞
いております。

応札者も２者のみということは、業者としては１００％
でも採算がとれないと判断したのでしょうか。

質　　　　　　　　　　問 回　　　　　　　　　　　答

●審議案件　抽出案件２（令和３年度取水井浚渫工
事）

●審議案件　抽出案件１（生駒１号歩行者専用道雨
樋改修工事）

非常に落札率が低いですが、積算金額に問題はな
いですか。

発注する工種や時期によって落札率に大きく影響す
ると思いますので、よく考えて発注していただければ
と思います。

わかりました。



質　　　　　　　　　　問 回　　　　　　　　　　　答

この案件については、対象業者数が多いのに応札が
１者、さらに落札率が１００％となっています。その理
由はどのように考えられますか。

●審議案件　抽出案件３（市内公園施設長寿命化計
画健全度調査業務）

従業員に正当な報酬が支払われているかという確認
はされていますか。

実際に従業員に支払われた金額までは確認しており
ません。

積算上必要な人数が載っています。

応札が１者という点については、今まで生駒市での
造園に関するコンサルタント業務の発注が非常に少
なかったため、コンサル業者の注目度が低かったの
ではないかと推測されます。また落札率１００％という
点については、年度末の点検作業であり、安全管理
士等の配置技術者の確保が難しかったのではない
かと考えられます。なお、対象業者数が２９４者とある
のは、登録のある全コンサル業者数であり、造園部
門を取得しているのは６７者であると把握していま
す。

特に特殊な業務ではないのですか。

工事に必要な人数が協会歩掛に載っているのです
か。

配置技術者の資格要件を設けており、資格をお持ち
なら誰でも業務を請け負うことが可能です。

わかりました。発注頻度については、平成３０年に都
市公園法施工規則改正により、毎年１回点検するこ
とになっています。

積算上工事に必要な人数は載っているが、実際は業
者によって何人使うかは分からないということです
ね。そのあたりで応札金額に差が出ているのかもし
れませんね。

はい。

過去においても、同種の工事について落札率は低い
ですか。いつも同じ業者が落札されていますか。

発注にあたっての周知方法に問題があると考えられ
るなら、工夫が必要ではないでしょうか。今後も同じく
たまにしか発注されないとなると同じ結果になる可能
性がありますので、今後検討が必要ですね。

発注時期はどうですか。

最低制限価格の設定の有無については、生駒市最
低制限価格制度要領に基づき判断します。協会の歩
掛に員数があり、それに県の基本単価をかけて積算
しているので、直接工事費に相当する額の過半数以
上がカタログ等の価格と判断し、最低制限価格を設
けておりません。

過去の同種工事においても落札率は同じくらい低く
なっています。落札業者についてはいつも決まった業
者ではありません。昨年、一昨年は違う業者が落札
しています。

最低制限価格を設けるかどうかは金額によって決め
るのですか。

この工事は大部分が人件費ですか。機材等は含ま
れていますか。

大部分が人件費です。交換するポンプなど、工事に
必要な機具については材料支給しています。予定価
格は協会の歩掛に基づいて積算しております。

現場作業なので暑い時期を避けて発注したのです
が、次回は発注時期を前倒しで行いたいと思いま
す。



質　　　　　　　　　　問 回　　　　　　　　　　　答

●審議案件　抽出案件４（令和３年度減圧弁等点検
業務）

●審議案件　抽出案件５（３階空調機修繕工事）

請負率が９３％ということで比較的高いですが、予定
価格と契約金額の関係についてご説明いただけます
か。

予定価格は伝えていません。請負率についてもあま
り変動はありません。

毎回同じ相手方ですし、請負率は低くても、言い値で
契約せず交渉すべきかと思います。

予定価格については、製品自体が特注品であり、部
品は今回の契約相手方からしか調達できないため、
部品の価格については契約相手方から見積もりを取
り、そこに生駒市の経費をのせて積算しております。
最終的に見積もり価格が予定価格を下回り、金額も
妥当と判断したため、契約に至りました。

予定価格については相手方に伝えていないというこ
とでよろしいですか。年２回されていますが、毎回同じ
ような請負率ですか。

値交渉はしていますか。

他の市町村も同種業務を行っているのですか。応札
業者数はどうですか。

していません。

メーカーに発注するケースもあります。ただ生駒市と
しては、遊具を製造しているメーカーとは違った厳し
い目線で点検を行ってもらうほうがよいと考えていま
す。応札業者が増えないということであれば、メー
カーも対象にすべきか検討していきます。

わかりました。

分かりました。他の市町村もそう思い暑い時期を避けているなら、
逆に業者の手がすいていて安く落ちるかもしれませ
ん。次年度以降検討してください。

市町村によっては職員が直接業務を行う場合と、外
部発注する場合があります。外部発注している市町
村における応札業者数については確認しておりませ
ん。

請負率が２２％ということでとても低い点についてご
説明いただけますか。

積算価格は日本水道協会の水道施設維持管理業務
委託積算要領という歩掛を使って、標準的な積算を
行っております。契約相手方から調達している製品
の点検業務なので大幅に安くなったのではないかと
考えています。

直接職員が点検を行う場合と外部発注する場合とい
うのは、生駒市ではどう切り分けられていますか。

点検には資格も必要ですし、生駒市では人手がない
こともあり外部発注としています。先月奈良市におい
て遊具の事故により子どもが重症を負ったケースも
ありますので、第三者の目での点検が必要であると
考えています。

この業務は、コンサル業者だけでなく、メーカーで行う
ことは可能ですか。

発注時期や他市町村の入札状況も確認しながら、次
回以降検討をお願いします。

はい。



質　　　　　　　　　　問 回　　　　　　　　　　　答

発注時期が遅れると応札者が少なかったり落札率が
高かったりというケースがよくありますが、生駒市とし
てその時期を前倒しするということはやはり難しいで
すか。

前倒しできる案件についてはできるだけ早く発注して
いただくよう、会議や文書でも周知しています。

その結果についてはいつごろ出そうですか。 ８月末まで実験を行い、１０月頃には市長まで結果の
報告をしたいと思います。

従来、紙で行っている契約行為について、クラウド
上で署名・スタンプを施し契約を行う電子契約につ
いて、現在生駒市で実証実験を行い、費用対効果
を検証していることについて説明しました。

●報告案件（３）　不調・不落、1者入札の状況 令和２年１２月～令和３年５月における不調・不
落、1者入札の状況について、報告しました。

令和２年１２月１日から令和３年５月３１日までの入
札参加停止措置を行った状況について報告しまし
た。

コンサル業務で、１７４者対象業者がありながら１者
の応札がなかった案件について、どのような理由が
考えられますか。

コンサル業者については年度当初に仕事をたくさん
取っていくことが多く、この案件は発注時期が１２月と
いうことで遅くなったことが原因かと思われます。

●報告案件（２）　建設工事における設計変更の
状況について

令和２年１２月１日から令和３年５月３１日までの期
間に完成した案件について報告しました。

これまでも修繕されてきたと思うのですが、その際も
同じように予定価格を設定し、請負率も９０％前後で
すか。

案件抽出委員（当番委員）の指名 運営要領第３条第２号の規定に基づき、田中委員に
決定しました。

●報告案件（５）　電子入札の拡大（建築設計・建
設コンサルタント）（令和３年９月１日～拡大予定）

担当課の業務負担を少しでも減らす目的もあり、可
能な限り電子入札システムを活用していくため、対象
業務を拡大したことについて報告しました。

●報告案件（４）　クラウドサービスを活用した電子
契約の実証実験を開始（令和３年７月１日～令和
３年８月３１日）

●報告案件（１）　入札参加停止措置の運用状況

来年度一斉に開始する予定ですか。 ４月５月は契約が多いので混乱するかもしれません
が、できれば一斉にという思いはあります。

他の自治体も多く取り入れているのですか。 生駒市が実証実験をさせてもらっているサービスに
ついては、現在関西圏で８自治体が実証実験をして
いると聞いています。関東のほうはもう少し多いよう
です。茨城県は正式に契約しています。

大規模な修繕については同じ積算方法で、請負率も
同じくらいです。ただ軽微な修繕については、見積も
り金額を予定価格としています。



質　　　　　　　　　　問 回　　　　　　　　　　　答

次回開催日について 来年２月頃を予定しています。近くなりましたら調整さ
せていただきますのでよろしくお願いいたします。


